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大川広域行政組合さざんか荘苦情解決検討委員会設置要綱 

 
  

平成22年 3月31日 
要 綱 第 8 号 

  

改正 平成24年 2月29日要綱第 1号 

平成27年 3月10日要綱第 2号 

令和 8年 3月27日要綱第 1号 

平成24年 8月27日要綱第 7号 

令和 7年 3月21日要綱第 2号 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）、介護保険法（平成９年法律第１２

３号）及び社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）に基づき、大川広域行政組合さざんか荘苦情

解決検討委員会（以下「委員会」という。）の設置及び運営について必要な事項を定めるものとす

る。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「大川広域行政組合さざんか荘」とは、さざんか荘養護老人ホーム、さ

ざんか荘特別養護老人ホーム、さざんか荘老人介護支援センター及びさざんか荘訪問介護事業所

をいう。 

２ この要綱において「苦情解決責任者」とは、苦情解決の責任主体が明確になるよう、園長をい

う。 

３ この要綱において「第三者委員」とは、苦情解決に社会性や客観性を確保し、さざんか荘利用

者及びその家族等（以下「利用者等」という。）の立場や特性に配慮した適切な対応を推進できる

よう、世間からの信頼性を有する者で、大川広域行政組合管理者が委嘱した者をいう。 

４ この要綱において「苦情受付担当者」とは、利用者等が苦情の申し出をしやすい環境が整えら

れるよう、苦情解決責任者が指名した職員をいう。 

５ この要綱において「苦情申出人」とは、大川広域行政組合さざんか荘に対し、苦情等の申出を

行った利用者等をいう。 

 （苦情の受付等） 

第３条 苦情受付担当者は、苦情の申し出があった場合、速やかに苦情受付書（別記様式）を作成

し、苦情解決責任者及び第三者委員へ報告しなければならない。ただし、苦情申出人が第三者委

員への報告を明確に拒否する意思表示をした場合は、この限りでない。 

２ 第三者委員は、苦情受付担当者から苦情内容の報告を受けた場合、内容の確認を行うものとす

る。 

３ 苦情解決責任者は、一定期間ごとに苦情解決結果について第三者委員に報告し、必要な助言を

受けるものとする。また、苦情解決の結果や苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申

出人及び第三者委員に対して一定期間経過後、報告するものとする。 

 （検討事項） 

第４条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行う。 

 ⑴ 申し出のあった苦情の解決策に関すること。 
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 ⑵ その他苦情解決に関し必要な事項 

 （委員会の組織） 

第５条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。 

 ⑴ 苦情解決責任者 

 ⑵ 苦情受付担当者 

 ⑶ 第三者委員 １名 

 ⑷ 各職種の上席職員 

 ⑸ その他苦情解決責任者が必要と認める者 

２ 第三者委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

 （委員会の会議及び報告） 

第６条 苦情解決責任者は、苦情の受付から１５日以内で解決が可能である簡易な内容を除き、委

員会を随時開催する。 

２ 委員会は、苦情解決責任者が招集し、その議長となる。 

３ 議長に事故あるときは、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代理する。 

４ 委員会は、委員の３分の２以上の出席がなければ開催できない。 

５ 議長は、委員会の議事記録について、これを５年間保存するとともに、香川県又は関係市町村

から求めがあった場合は、大川広域行政組合情報公開条例（平成１８年大川広域行政組合条例第

２号）又は大川広域行政組合個人情報保護条例（令和５年大川広域行政組合条例第１号）の関係

規定に基づき記録等の提出を行うものとする。 

 （補則） 

第７条 委員会の委員は、業務上知り得た苦情申出人に関する情報について、他に洩らしてはなら

ない。また、その職を退いた後も同様とする。 

２ この要綱に定めるもののほか、苦情解決に関し必要な事項は、委員会において定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２４年２月２９日要綱第１号） 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２４年８月２７日要綱第７号） 

 この要綱は、平成２４年１０月１日から施行する。 

   附 則（平成２７年３月１０日要綱第２号） 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則（令和７年３月２１日要綱第２号） 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

   附 則（令和８年３月２７日要綱第１号） 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。   
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別記様式（第３条関係） 

【秘】 

苦情受付書 

（苦情受付担当者） 

受付日 年 月 日（ 曜日） 苦情の発生時期 年 月 日（ 曜日） 受付№  

記入者  苦情の発生場所  

申 
出 
人 

氏名（フリガナ）  
住 

所 

 

TEL 利用者との関係 本人、親、子、その他（  ） 

申出人が本人以外の場合は、利用者の氏名、年齢、性別、連絡先を記入 

 

苦

情

の

内

容 

相談の分類 

①ケアの内容に関わる事項 ②個人の嗜好・選択に関わる事項 ③財産管理・遺

産・遺言等 ④制度、施策、法律に関わる要望 ⑤虐待に関わる事項  

⑥その他（            ） 

 

申

出

人

の

希

望

等 

 

備 

 

考 

 

申出人の要望 
□話を聞いて欲しい □教えて欲しい □回答が欲しい □調査して欲しい 

□改めて欲しい □その他（                     ） 

申出人への確認 

第三者委員への報告の要否           □要 □不要 確認欄（  ） 

話し合いへの第三者委員の助言、立ち会いの要否 □要 □不要 確認欄（  ） 
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相談記録 
 

 

 

想定原因 
□説明・情報不足 □職員の態度 □サービス内容 □サービス費 □権利侵害 

□その他（                     ） 

処理経過 
□話し合いで解決 □第三者委員の助言で解決     □苦情解決検討委員会の開催 

□その他（                     ）  開催日：  年 月 日 

   

結 果  

  

苦情申出人への結果報告 結果報告受理日：   年 月 日 （氏名）           印 
 


